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上告受理申立て理由書 概要 

 

書面「上告受理申立て理由書」は、別紙「上告理由書」と共に、知的財産高等

裁判所の判決が不服であったので、最高裁判所に対して上告するにあたってその

理由を申し述べたものです。 

申立人は、申立人が出願した発明の特許を認めないとする相手方の「審決」の

判断が、間違いであり、不正であったことを知的財産に訴えましたが、知的財産

高等裁判所の判決もまた、特許を認めず、同じく間違いであり不正であったので、

最高裁判所に対して上告しました。 

 

相手方と知的財産高等裁判所が「不正」な判断や判決を下すことを、日本国の

現在の法律では想定していないと考えられますが、相手方と知的財産高等裁判所

は間違いなく「不正」を犯しています。その事実は「上告受理申立て理由書」と

別紙「上告理由書」に記述してあります。 

ここに述べる「不正」とは、法律的誤り、論理的誤り、人を欺く等、明らか

な間違いであることを承知しながらその主張を行うことを指しています。  

この考え方は、日常生活において多くの国民が、ただの間違いと不正とを明

確に区別していることを根拠にしています。  
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最高裁判所は、法律に規定の無い事柄についてもその判断を行うことを義

務付けられていると考えられます。ですから、この上告においてその判断を

行わないとしたら、最高裁判所にその存在意義はありません。 

つまり、この上告は、本願発明が発明として認められることと、相手方と

知的財産高等裁判所の不正を明らかにすることを、最高裁判所に対して要求

しているものです。また、それと同時に最高裁判所自身の責任についても明

らかにすることを要求しています。  

 

この「上告受理申立て理由書」では、知的財産高等裁判所の判決文の記載順に

従って反論を記述し項目ごとに詳しく説明しています。また、その記載に無かっ

た事実についても詳しく説明しています。つまり、相手方及び知的財産高等裁判

所の間違いや不正がどのようなものであったかを、事実に基づき充分に説明して

いるつもりです。 

その記述が長大になりましたのは、相手方が不正な記述を幾つも並べ立てたか

らであり、申立人がその責を負うものではありません。相手方は幾つもの不正を

犯し、知的財産高等裁判所も同じ不正を繰り返しています。 

ですから、申立人は、関連する全ての書面をお読み頂き、相手方の不正が如何

に酷いものであったかについて、裁判官の皆様に良く理解して頂きたいと考えて

います。 

この「上告受理申立て理由書」の目次は次頁に記載しています。 

 

 

別紙「上告理由書」では、相手方と知的財産高等裁判所の主張が憲法違反であ

る事実を憲法の条文と共に記載しています。さらに、その記述では憲法違反の内

容を幾つかの事実によって区分し、相手方と知的財産高等裁判所の憲法違反と最

高裁判所の憲法違反とを区別して記述しています。 

 

別紙「上告理由書」にも少し記述しましたが、２０年前、１０年前の日本国や

世界をめぐる状況と今日におけるその状況は大きく異なっていることは、多くの

人が承知していることです。ですから、申立人は、最高裁判所の裁判官の皆様が

正しい判断をされることを何よりも強く望んでいます。 

最高裁判所の判決によって、日本国が法治国家であることと、日本国が民主主

義の国であることを明らかに示して頂くことを強く願っているのです。 
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上告受理申立て理由書 目次 

 

表題                           ・・・・１ 

   

はじめに 

 その１ あらまし                    ・・・・２ 

 その２ 「原告準備書面第３回」の引用          ・・・・３ 

     「原告準備書面第３回」             ・・・・４ 

 その３ 「原告準備書面第３回」の説明          ・・・１０ 

 

第１ 判決「第４当裁判所の判断」に対する反論（取消事由１）について 

 （Ａ）特許審査における明確性の要件           ・・・１２ 

 （Ｂ）【請求項】に記載の文言の明確性の問題 

   （ア）大きめの石や岩                ・・・１３ 

   （イ）「付近」について                ・・・１４ 

   （ウ）判断の客観性                 ・・・１５ 

 （Ｃ）特許審査における二重基準の存在について 

   （ア）本願発明と書証甲７の発明           ・・・１６ 

   （イ）既に特許とされた発明と判例について      ・・・１８ 

 （Ｄ）「第１ 判決「第４当裁判所の判断」に対する反論」のまとめ・１９ 

 （Ｅ）「付近にある中で大きめの石や岩」の重要性      ・・・１９ 

 （Ｆ）「付近にある中で大きめの石や岩」の意味       ・・・２０ 

 （Ｇ）コンクリート護岸の弊害               ・・・２２ 

 （Ｈ）本願発明の工事                   ・・・２３   

 

第２ 取消事由２について（本願発明の認定の誤りについて） 

 （Ａ）取消事由２～５には知的財産高等裁判所の判断がありません・・２３ 

 （Ｂ）取消事由２の相手方の主張が間違いで不正である理由   

   （ア）取消事由２における相手方主張の間違い      ・・・２５ 

   （イ）構成が不明確であるとする誤った判断       ・・・２５ 

   （ウ）書き換えした理由                ・・・２６ 

   （エ）書き換えた手法の法的根拠            ・・・２６ 

   （オ）書き換えた文言の問題              ・・・２７ 

   （カ）書き換えによる結果               ・・・２７ 

 （Ｃ）取消事由２についてのまとめ             ・・・２８ 
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第３ 取消事由３について（引用発明１の一致点と相違点について） 

 （Ａ）取消事由３の相手方の主張が間違いであり不正である理由 

   （ア）取消事由３における相手方主張の間違い      ・・・２９ 

   （イ）間違いであり不正である比較方法         ・・・３０ 

   （ウ）本願発明と引用発明１との明らかな相違点     ・・・３０ 

   （エ）相手方の間違えた主張              ・・・３１ 

 （Ｂ）取消事由３についてのまとめ             ・・・３２ 

 

第４ 取消事由４について（引用発明２の一致点と相違点について） 

（Ａ）取消事由４の相手方主張が間違いであり不正である理由 

   （ア）取消事由４における争点と相手方主張の間違い   ・・・３３ 

   （イ）取消事由４における相手方主張の間違い（争点その１） ・・３４ 

   （ウ）取消事由４における相手方主張の間違い（争点その２） ・・３６ 

（エ）取消事由４における相手方主張の間違い（争点その３） ・・３６ 

（オ）取消事由４における相手方主張の間違いのまとめ  ・・・３７ 

 

第５ 取消事由５について（引用発明２の相違点についての容易想到性判断 

の誤り） 

（Ａ）取消事由５の相手方の主張が間違いであり不正である理由 

  （ア）取消事由５における相手方主張の間違い      ・・・３８ 

  （イ）引用文献４について               ・・・３８ 

  （ウ）比較された発明の個々の問題点 引用文献１について ・・３９ 

  （エ）比較された発明の個々の問題点 引用文献２について ・・４１ 

（Ｂ）「はじめに」で紹介した明らかな不正について 

  （ア）知的財産高等裁判所の判断はありません      ・・・４１ 

  （イ）申立人の主張                  ・・・４２ 

 

第６ 取消事由１～５において説明及び判断の無かった事柄について 

（Ａ）「Ａであるか、もしくはＢである」           ・・・４３ 

（Ｂ）審決の「むすび」における不正             ・・・４４ 

（Ｃ）知的財産高等裁判所の判決における明らかな不正     ・・・４５ 

 

まとめ  真摯な審理と誠実な判断を願っています       ・・・４５ 


